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(57)【要約】
【課題】この発明はスキップ先の第１の画像に加えて、
次のスキップ先の第２の画像、戻った場合の第３の画像
を表示し、視聴者が複数の画像を確認できるようにし、
希望のスキップ位置に到着しやすいようにする。
【解決手段】この発明は、映像データを格納した格納部
１０８と、前記格納部１０８の前記映像データを読み出
して再生する再生処理部１０７とを有し、制御部２００
が、スキップ操作に応答して前記再生処理部を制御する
ことにより、表示部４０１ではスキップ先の第１の画像
の再生状態を得ると共に、前記第１の画像から送り方向
の第２の画像と、前記１の画像から戻り方向の第３の画
像の表示状態を得る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データを格納した格納部と、前記格納部の前記映像データを読み出して再生する再
生処理部とを有し、
　制御部が、スキップ操作に応答して前記再生処理部を制御することにより、表示部では
スキップ先の第１の画像の再生状態を得ると共に、前記第１の画像から送り方向の第２の
画像と、前記１の画像から戻り方向の第３の画像の表示状態を得るようにしたことを特徴
とする映像データ記録再生装置。
【請求項２】
　再生処理部は、少なくとも前記第１の画像及び前記第２の画像を動画状態に再生するこ
とを特徴とする請求項１記載の映像データ記録再生装置。
【請求項３】
　再生処理部は、前記第１の画像は動画状態、前記第２及び第３の画像を静画状態に再生
することを特徴とする請求項１記載の映像データ記録再生装置。
【請求項４】
　前記第２及び第３の画像を縮小して出力する画像データ縮小処理部を有することを特徴
とする請求項１記載の映像データ記録再生装置。
【請求項５】
　スキップ制御部は、現在出力中の画像データから離間している前記スキップ先の第１の
映像データを出力する場合、連続スキップ操作回数に応じて離間幅が大きくすることを特
徴とする請求項１記載の映像データ記録再生装置。
【請求項６】
　前記第２及び第３の画像を一定時間出力した後に出力を停止する表示モード制御部を有
することを特徴とする請求項１記載の映像データ記録再生装置。
【請求項７】
　表示モード制御部は、入力操作信号を受け付けて、前記第２と第３の画像の表示形態を
複数の形態に選択設定可能であることを特徴とする請求項６記載の映像データ記録再生装
置。
【請求項８】
　映像データを格納した格納部と前記格納部の前記映像データを読み出して再生する再生
処理部とを制御部により制御し、表示部に画像を得る映像データ記録再生装置の制御方法
において、
　スキップ操作に応答し、
　スキップ先の第１の画像を前記表示部に表示し、
　前記第１の画像の一部に、前記第１の画像から送り方向の第２の画像と、前記第１の画
像から戻り方向の第３の画像を表示することを特徴とする映像データ記録再生装置の制御
方法。
【請求項９】
　少なくとも前記第１の画像及び前記第２の画像を動画状態に表示することを特徴とする
請求項８記載の映像データ記録再生装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記第１の画像は動画状態、前記第２及び第３の画像を静画状態に表示することを特徴
とする請求項８記載の映像データ記録再生装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は映像データ記録再生装置に関するもので、記録再生装置を内蔵する又は記録
再生装置と接続されて使用されるテレビジョン放送受信装置とともに用いられて好適する
。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、映像データ記録再生装置は記録媒体として情報を記録再生可能なハードディスク
、光ディスク等を用いている。この記録媒体は、ランダムアクセスが可能であり、映像デ
ータを再生するのにスキップ再生、早送り再生、逆送り再生を容易に実現している。また
演算処理装置の高速化が進みデータ処理速度が向上している。
【０００３】
　通常の映像データ記録再生装置は、１回の操作で予め設定された時間分のスキップを実
行する。ところが、視聴者がスキップキーを操作し、映像データ記録再生装置がコンテン
ツのスキップ再生を実行したとき、スキップ先の画像が必ずしも視聴者が希望する画像に
一致するとは限らない。このため、視聴者は再度スキップボタンを操作したり、戻しボタ
ンを操作したりする。このような操作は、視聴者にとっては煩わしい操作となる。
【０００４】
　このような問題を改善するために例えば特許文献１に記載された技術がある。この特許
文献１に記載された技術は、スキップ量を調整できる。数値を選択するための数字キーと
、スキップを指令するためのスキップキーを有する。映像の再生中に数字キーが操作され
、次にスキップキーが操作されると、数字キーに応じた量（秒単位或いは分単位）のスキ
ップが実行される。この技術では、数字キーとスキップキーを組み合わせた操作が必要で
ある。画像はスキップ先の１つの画像が現れる。
【特許文献１】特開２００６－４１７５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、スキップ先の第１の画像に加えて、次のスキップ先の第２の画像、戻った
場合の第３の画像を表示し、視聴者が複数の画像を確認できるようにし、希望のスキップ
位置に到着しやすいようにした映像データ記録再生装置とその制御方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、映像データを格納した格納部と、前記格納部の前記映像データを読み出し
て再生する再生処理部とを有し、制御部が、スキップ操作に応答して前記再生処理部を制
御することにより、表示部４０１ではスキップ先の第１の画像の再生状態を得ると共に、
前記第１の画像から送り方向の第２の画像と、前記１の画像から戻り方向の第３の画像の
表示状態を得るようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　上記の手段によると、視聴者がスキップ先の第１の画像、次のスキップ先の第２画像、
戻り方向の第３の画像を監視し、現在のスキップ先が行き過ぎ、あるいは戻り過ぎである
のかを容易に判断できる。よって、次の操作のための判断が容易であり、希望のスキップ
位置に到着しやすくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながらこの発明の実施の形態を説明する。図１には本発明の映像デ
ータ記録再生装置が適用された放送受信装置のブロック構成を示している。チューナ１０
１には、放送波あるいはケーブルより高周波信号が入力する。なおチューナ１０１は、デ
ジタル地上放送用、衛星放送用、アナログ放送用などのいずれか若しくは複数を有するも
のとする。
【０００９】
　チューナ１０１は選局及び番組選択信号に応答して選択したストリーム（番組信号を含
む）を復調部１０２に出力する。復調部１０２では、番組信号内から音声情報、映像情報
、制御情報などを分離し、分離した音声情報を音声信号処理部１０３へ、分離した映像情



(4) JP 2010-147597 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

報を映像信号処理部１０４に供給する。音声信号処理部１０３は入力した音声情報をデコ
ードし、アナログオーディオ出力をスピーカシステム３０１に出力する。また映像信号処
理部１０４は、映像情報をデコードし、デコードした映像信号を表示部４０１に出力する
。映像情報のデコード方式としては、例えばMPEG方式が用いられる。
【００１０】
　映像信号処理部１０４では、メイン映像信号に対して、オンスクリーンディスプレイ（
OSD）処理部１０５からのチャンネル番号映像、文字記号図形などの映像を多重すること
ができる。
【００１１】
　リモコン信号処理部１０６は、リモートコントローラ（以下リモコン）５００からの操
作信号を受け付けて解釈し、制御部２００に転送する。映像信号記録再生処理部１０７は
、制御部２００の制御の元で、復調部１０２で復調された番組信号を記録媒体１０８に記
録する。また映像信号記録再生処理部１０７は、制御部２００の制御の元で、記録媒体１
０８に記録された番組信号を再生し復調部１０２に供給する。なお復調部１０２は、PSK
（Phase Shift Keying）復調器、OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
復調器、アナログ復調器およびフォーマット変換部の複数を含むものとする。
【００１２】
　通信部１０９は、制御部２００の制御の元で、外部のネットワークを介してサーバーと
の通信を行うことができる。
【００１３】
　電子番組案内（EPG：Electronic Program Guide）情報処理部１１２は、制御部２００
の制御の元で、復調部１０２で復調された情報パケットの中からEPG情報を取り込み、保
存することができる。このEPG情報は、定期的に更新されている。このEPG情報は、通信部
１０９を介して取り込むことも可能である。
【００１４】
　上記チューナ１０１、復調部１０２、音声信号処理部１０３、映像信号処理部１０４、
OSD処理部１０５、リモコン信号処理部（操作信号処理部）１０６、映像信号記録再生処
理部１０７、通信部１０９、EPG情報処理部１１２は、メインバス１１１を介して制御部
２００と接続されている。
【００１５】
　制御部２００は、この装置の特有の機能を実行させるための処理部を含む。まず基本動
作シーケンスを司る中央演算処理部（CPU)２０１を有する。さらに制御部２００は、画像
データ縮小処理部２０２、表示モード制御部２０３、スキップ制御部２０４を有する。
【００１６】
　表示部４０１は、リモコン５００を視聴者が操作し、スキップ操作を行った後の画像を
示している。制御部２０４は、スキップ操作に応答して映像記録再生処理部１０７を制御
する。これにより、スキップ先の第１の画像４０１１の再生状態を得ると共に、第１の画
像４０１１から送り方向の第２の画像４０１２と、前記１の画像４０１１から戻り方向の
第３の画像４０１３の表示状態を得ることができる。
【００１７】
　図２はリモコン５００の概観を示している。リモコンのタイプはこれに限定されるもの
ではない。このリモコン５００には、主として、電源キー１７ａ、入力切換キー１７ｂ、
衛星デジタル放送チャンネルのダイレクト選局キー１７ｃ、地上波放送チャンネルのダイ
レクト選局キー１７ｄ、クイックキー１７ｅ、カーソルキー１７ｆ、決定キー１７ｇ、番
組表キー１７ｈ、ページ切換キー１７ｉ、ナビゲーションキー１７ｊ、戻るキー１７ｋ、
終了キー１７ｌ、青，赤，緑，黄のカラーキー１７ｍ、チャンネルアップダウンキー１７
ｎ、音量調整キー１７ｏ等が設けられている。番組表キー１７ｈを押すと、番組表が表示
される。終了キー１７１を押すと、オンエアー（現在受信中のチャンネルの映像の表示）
状態に戻る。
【００１８】
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　さらにスキップキー５１１と、戻りキー５１２が設けられている。図１に示した装置は
、動画再生中にスキップキー５１１を１回操作すると、例えば３０秒送り方向の画像の再
生に移行する。戻りキー５１２を１回操作すると、例えば１０秒戻り方向の画像の再生状
態に移行する。上記の３０秒、１０秒はこの値に限定するものではない。スキップキー５
１１を連続して例えば３回操作すると（３×３０）秒先の画像再生に移行し、スキップキ
ー５１２を連続して例えば２回操作すると（２×１０）秒戻りの画像再生に移行する。
【００１９】
　ここで本発明の装置は、図１の表示部４００に示すように、移行先（スキップ先の第１
の画像）に加えて、さらに１回スキップ先（送り方向）の第２の画像、戻り方向の第３の
像を表示することができる。
【００２０】
　図３は、本発明の装置の一動作例を示すフローチャートである。再生操作によりコンテ
ンツ再生が実行される（ステップS1）。このときは記録媒体１０８に記録されているデー
タが映像記録再生処理部１０７により読み出されて復調部１０２でフォーマット変換され
ている。映像データは、映像信号処理部１０４でデコードされる。音声データは、映像信
号処理部１０３でデコードされている。
【００２１】
　いま視聴者がリモコン５００を操作し、スキップを溶融したとする（ステップS2）。す
ると、一定時間分のスキップが実行される（ステップS3）。つまり予め設定された時間分
のスキップが実行される。
【００２２】
　そしてスキップ先のシーンの再生（第１の画像４０１１の再生）が実行される。さらに
次の送りスキップが要求された場合のスキップ先シーンの再生（第２の画像４０１２の再
生）を開始する。この第２の画像４０１２は、画面上の小窓に表示される。また同時に、
次に戻しスキップが要求された場合のスキップ先シーンの再生（第３の画像の再生）を開
始する。この第３の画像４０１３は、画面上も小窓に表示する（ステップS4）。
【００２３】
　ここで再度、送りスキップが要求されると（ステップS5）、ステップS4で表示されてい
た第２の画像４０１２の位置までスキップし、第１の画像４０１１として表示する。この
ときもこの第１の画像４０１１をセンターとして、次の送り方向の第２の画像４０１２と
、戻り方向の第３の画像４０１３がそれぞれ小窓に表示される。
【００２４】
　ステップS4の表示状態から、戻り方向へのスキップ要求があると（ステップS7）、ステ
ップS4で表示されていた第３の画像４０１３の位置まで戻り、第１の画像４０１１として
表示する。このときもこの第１の画像４０１１をセンターとして、次の送り方向の第２の
画像４０１２と、戻り方向の第３の画像４０１３がそれぞれ小窓に表示される（ステップ
S8）。
【００２５】
　上記したような第１、第２、第３の画像の表示状態が一定時間経過すると、第２と第３
の画像の表示状態は中止され、第１の画像の動画表示状態が継続する（ステップS9,S10）
。
【００２６】
　図４は、本発明の装置の動作をコンテンツの各シーン（画像に相当）の配列状態から説
明する図である。図４（A)は、映像を時系列で現した図である。仮に、送り操作では2コ
マ分、戻り操作では1コマ分のスキップを行うものとする。
【００２７】
　いま視聴中にシーン3(A時間)になった時点で、視聴者がスキップキーの送り操作を1回
行ったとすると、図４（B)に示すように表示画面として、スキップ後のシーン5(C時間の
位置に対応)上に、次に送り操作を行った場合のシーン7(E時間の位置に対応)と、戻り操
作を行った場合のシーン4(B時間の位置に対応)を表示する。
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【００２８】
　視聴者は、再度送り操作を実施してもスキップ対象の映像の再生中であると判断できる
ので、再度送り操作を行う。
【００２９】
　すると、図４（C)に示す表示画面として、スキップ後のシーン7(E時間の位置に対応)上
に、次に送り操作を行った場合のシーン9(F時間の位置に対応)と、戻り操作を行った場合
のシーン6(D時間位置に対応)を表示する。
【００３０】
　視聴者は、再度送り操作を実施した場合、スキップ対象外の映像中に進入してしまうと
判断できるので送り操作を中止することができる。
【００３１】
　上記したようにこの発明の装置によると、視聴者がスキップ先の第１の画像、次のスキ
ップ先の第２画像、戻り方向の第３の画像を監視し、現在のスキップ先が行き過ぎ、ある
いは戻り過ぎであるのかを容易に判断できる。よって、次の操作のための判断が容易であ
り、希望のスキップ位置に到着しやすくなる。
【００３２】
　上記した表示状態において、視聴者は、さらに送り方向に希望する画像が存在すると判
断した場合、スキップキーを５１１を操作し、戻り方向に希望する画像が存在すると判断
した場合、戻りキー５１２を操作する。
【００３３】
　また上記した表示状態は、第１、第２及び第３の画像が静止画であっても良い。また第
１の画像のみが動画で他の画像が静止画であってもよい。さらには、第１と第２の画像の
両方、若しくはいずれか一方が動画で表示された状態であってもよい。
【００３４】
　本発明の装置は、表示形態を設定できる機能を有する。例えば、メニュー画面の中から
「スキップ動作時の画面パターン設定」を選択すると、図５（A)、或いは図５（B)のスク
リーンを得ることができる。図５（A)の例は、表示部４０１の右側の縦長の領域に次のス
キップシーン４０１２の表示エリアが確保され、表示部４０１の左側の縦長の領域に戻り
シーン４０１３の表示エリアが確保された例である。図５（B)の例は、表示部４０１の右
側下の小領域に次のスキップシーン４０１２の表示エリアが確保され、表示部４０１の左
側下の小領域に戻りシーン４０１３の表示エリアが確保された例である。画面の中央領域
には、視聴者が、表示タイプA（図５（A)）,表示タイプB（図５（B)）のいずれかを選択
することができるように、選択ボタンが表示されている。視聴者は、リモコン５００を操
作して、カーソルを移動させ、希望のタイプの位置にカーソルを合わせる。そして決定ボ
タン押すことにより、表示タイムを決めることができる。またこのとき、第２の画像４０
１、第３の画像４０１３の表示間を設定することができる。即ち、図３のステップS9の一
定時間を設定することができる。
【００３５】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明の一実施の形態を示す構成説明図である。
【図２】図１のリモコン５００の例を示す図である。
【図３】この発明の装置の動作例を説明するために示したフローチャートである。
【図４】この発明の装置の動作をコンテンツの各シーン（画像に相当）の配列状態から説
明する図である。
【図５】本発明装置のスキップ動作時の表示形態を設定できる機能を説明するために示し
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た図である。
【図６】本発明の装置による表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０１・・・チューナ、１０２・・・復調部、１０３・・・音声信号処理部、１０４・・
・映像信号処理部、１０６・・・リモコン信号処理部、１０７・・・映像記録再生処理部
、１０８・・・記録媒体、１０９・・・通信部、１１１・・・メインバス、１１２・・・
EPG処理部、４０１・・・表示部、５００・・・リモコン。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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